
◎所得制限について 

 本人もしくは配偶者又は扶養義務者※の前年の所得が、次の額を超えるときは認定 

とならず、助成を受けることはできません。   

※扶養義務者…民法第８７７条第１項に定める範囲 

 

                                           （単位：円） 

扶 養 

親 族

等 

の 数 

本   人 配偶者・扶養義務者 

所 得 額 所 得 額 

０ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

３，６６１，０００ 

４，０４１，０００ 

４，４２１，０００ 

４，８０１，０００ 

５，１８１，０００ 

５，５６１，０００ 

６，２８７，０００ 

６，５３６，０００ 

６，７４９，０００ 

６，９６２，０００ 

７，１７５，０００ 

７，３８８，０００ 

【受給者本人について】 

扶養親族等が 6人以上の場合は、1人につき 380,000 円を加算。 

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は、１人につき 100,000 を加算。 

特定扶養親族がある場合は、１人につき 250,000 円を加算。 

 

【配偶者・扶養義務者について】 

扶養親族等が 6 人以上の場合は、1人につき 213,000 円を加算。 

老人扶養親族がある場合は、1人につき 60,000 円を加算。ただし、老人扶養親族のみの

ときは、1人を除いた 1人につき 60,000 円を加算。 


